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紫
式
部
は
鷹
司
殿
倫
子
の
女
房
で
あ
っ
た
か

徳

茜、》
劉
引

澄

雄

e
　
『
河
海
抄
』
の
伝
承

　
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、

通
説
に
従
え
ば
、
紫
式
部
は
幼
く
し
て
母
を
失
い
、
文
人
受
領
層
に
属
し
た
父

藤
原
呼
時
の
訓
育
の
も
と
に
曽
祖
父
兼
輔
よ
り
伝
領
し
た
京
都
中
河
の
邸
で
成

長
し
た
。
そ
の
間
、
女
友
達
・
異
性
と
の
交
渉
や
、
父
の
赴
任
に
と
も
な
っ
て

越
前
国
に
下
向
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
お
お
む
ね
家
族
関
係
を
紐
帯
と
し
た

生
活
環
境
に
あ
り
、
結
婚
適
齢
期
を
相
当
に
逸
し
て
か
ら
、
親
子
ほ
ど
も
年
齢

差
の
あ
る
藤
原
宣
孝
を
招
会
し
、
賢
子
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
三
年
未
満
で
未

亡
人
と
な
り
、
そ
の
悲
哀
と
無
芸
を
紛
ら
す
た
め
に
『
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
藤
原
道
長
の
目
に
と
ま
り
、
道
長
の
娘
・
中
宮
彰
子
の
女

房
と
し
て
選
ば
れ
た
（
出
仕
以
後
省
略
）
、
と
い
う
。
注
（
、
）

　
『
源
氏
物
語
』
を
読
め
ば
、
こ
の
作
者
は
稟
性
の
優
秀
さ
は
勿
論
の
こ
と
で

あ
る
が
、
若
い
頃
か
ら
豊
か
な
知
識
や
経
験
と
広
汎
で
正
確
な
情
報
を
集
積
し

て
お
り
、
人
間
を
見
る
透
徹
し
た
眼
力
と
愛
情
に
富
む
心
性
と
を
具
備
し
た
き

わ
め
て
卓
越
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
強
靱
な
精
神
形

成
を
作
者
は
い
か
な
る
環
境
や
方
法
で
な
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
単

純
な
天
才
論
か
ら
脱
却
し
て
こ
の
問
題
を
探
究
す
る
こ
と
が
伝
記
研
究
の
大
き

な
課
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
説
の
示
す
範
囲
で
は
ほ
と
ん
ど
手
掛
か

り
が
っ
か
め
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
奇
異
の
感
に
さ
え
う
た
れ
る
の
で
あ

る
。　
通
説
に
よ
れ
ば
、
作
者
が
初
出
仕
し
て
、
は
じ
め
て
広
い
社
会
に
出
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
）

寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
二
月
二
十
九
日
（
旧
暦
。
以
下
同
じ
）
で
あ
り
、

こ
の
時
、
紫
式
部
は
す
で
に
『
源
氏
物
語
』
の
所
謂
第
一
部
を
書
き
あ
げ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
3
）

た
。
作
者
三
十
六
歳
（
今
井
源
衛
説
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
歳

ま
で
、
作
者
は
狭
い
家
庭
関
係
（
結
婚
生
活
を
含
め
る
）
の
中
に
閉
じ
籠
っ
て

い
て
、
宮
廷
内
外
の
緻
密
な
描
写
や
広
範
囲
に
わ
た
る
話
題
な
ど
を
含
む
『
源

氏
物
語
』
第
【
部
を
、
記
録
や
伝
聞
や
想
像
力
に
基
づ
い
て
書
き
綴
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
宮
廷
内
外
の
細
部
に
亘
る
記
録
類
や
地
方
に
ま
で

及
ぶ
豊
富
な
話
題
が
畜
蓋
し
易
い
環
境
に
紫
式
部
は
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
4
）

　
紫
式
部
の
曽
祖
父
兼
輔
は
、
紀
貫
之
な
ど
と
も
親
交
が
あ
り
、
み
ず
か
ら
も

　
注
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
6
）

歌
集
を
遺
す
ほ
ど
の
文
化
人
で
、
官
位
も
中
納
言
従
三
位
に
達
し
て
お
り
、
父

　　一　1一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
7
）

為
時
も
蔵
人
式
部
丞
を
経
て
い
る
か
ら
、
宮
廷
関
係
の
公
的
な
資
料
は
か
な
り

収
集
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
祖
父
も
父
も
伯
父
・
叔
父
た
ち
も
夫
も
受
領

　
　
　
　
注
（
8
）

層
で
あ
っ
た
か
ら
、
地
方
の
話
題
に
は
事
欠
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
宮
廷
秘
話
を
中
軸
に
据
え
て
後
宮
風
俗
の
末
端
に
い
た
る
ま
で
自

由
自
在
に
活
写
し
、
壮
大
な
恋
愛
物
語
を
構
築
す
る
の
に
十
分
な
素
材
が
、
堅

物
の
文
人
・
学
者
で
あ
る
為
時
の
家
庭
に
畜
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
保
証
す
る

資
料
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
百
余
人
に
達
す
る
登
場
人
物
を
個
性
豊
か

に
描
出
し
よ
う
と
い
う
意
欲
や
能
力
は
、
狭
隆
な
生
活
環
境
の
中
で
は
育
成
さ

れ
な
い
の
が
普
通
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
河
海
抄
』
の
「
料
簡
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
紫
式
部
者
、
鷹
司
殿
響
熾
臨
得
擢
如
官
女
也
。
相
継
某
某
侍
上
東
門
院
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
上
琢
彌
編
砒
琳
上
巻
校
訂
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
る
。
私
に
、
句
読
点
を
加
え
る
。
以
下
同
じ
）

右
の
記
事
は
、
『
紫
明
抄
』
（
第
一
巻
）
冒
頭
に
掲
げ
る
「
系
図
」
の
傍
記
に
、

　
　
従
一
位
源
倫
子
家
女
蠣
シ
相
縫
与
侍
上
東
門
院
。

と
あ
る
の
と
同
主
旨
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
『
曲
論
』
の
序
に
、

　
　
こ
し
の
国
の
つ
か
さ
に
お
は
せ
し
御
む
す
め
に
式
部
の
君
と
ま
し
＼
人

　
　
の
、
上
東
門
院
の
后
宮
と
ま
し
～
と
き
、
御
は
＼
の
た
か
つ
か
さ
殿
に
さ

　
　
ぶ
ら
ひ
し
つ
ぼ
ね
に
…
…

と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
と
も
に
、
紫
式
部
は
、
は
じ
め
、
鷹
司
殿

源
倫
子
（
道
長
の
正
妻
）
の
女
房
で
あ
っ
た
が
、
ひ
き
つ
づ
い
て
上
東
門
院
（
道

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ば

長
の
娘
、
彰
子
）
の
側
に
付
き
従
っ
た
、
と
述
べ
、
一
方
、
『
今
鏡
』
で
は
、
紫

式
部
を
倫
子
付
き
の
女
房
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

如
上
の
説
は
、
伝
承
で
あ
る
が
、

上
の
大
切
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

そ
の
真
偽
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
学
問

口
　
『
紫
女
七
半
』
の
説

　
『
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
が
伝
承
す
る
「
紫
式
部
倫
子
女
房
説
」
が
、
今
日

ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
最
大
の
原
因
は
、
は
じ
め
て
『
源
氏
物
語
』

の
作
者
に
つ
い
て
科
学
的
方
法
で
探
究
し
た
と
評
さ
れ
る
安
藤
為
章
が
、
『
紫

　
　
　
注
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
既
）

女
七
論
』
に
お
い
て
、
『
紫
式
部
日
記
」
（
以
下
、
『
日
記
』
と
記
す
）
の
冒
頭
と

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
十
一
日
、
お
よ
び
同
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事

の
中
に
、
作
者
の
新
参
者
意
識
が
表
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
作
者
は
寛
弘
の
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
う
い
ざ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
正
）

三
年
の
頃
、
中
宮
へ
初
参
し
た
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　
し
か
し
、
国
章
は
、
「
紫
式
部
倫
子
女
房
説
」
に
対
し
て
は
、

　
　
宣
孝
は
長
保
三
年
に
卒
し
て
、
式
部
や
も
め
ず
み
な
る
を
、
才
女
な
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど
の

　
　
上
東
門
院
に
て
ま
れ
、
鷹
司
殿
（
上
東
門
院
の
御
母
倫
子
）
に
て
ま
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
み
や
つ
か

　
　
召
出
さ
れ
て
宮
仕
へ
の
程
に
…
…

　
　
（
国
文
学
注
釈
全
書
『
紫
女
七
論
』
に
よ
る
。
私
に
、
句
読
点
・
濁
点
を

　
　
付
し
、
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
）

と
述
べ
、
出
仕
の
前
後
関
係
を
無
視
し
て
、
倫
子
付
き
の
女
房
に
な
る
の
も
、

彰
子
付
き
の
女
房
に
な
る
の
も
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
御
堂
関
白
記
』
の
長
保
六
年
（
一
〇
〇
四
）
七
月
十
二
日
の
条
に
、

　
　
　
ぴ
　
　

　
　
中
宮
井
家
女
方
賜
節
骨
析
下
文
（
「
女
方
」
は
女
房
。
『
大
B
本
古
記
録
本
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
　
に
よ
る
）

と
あ
る
よ
う
に
、
道
長
自
身
、
中
宮
彰
子
付
き
の
女
房
と
、
家
の
女
房
と
を
明

確
に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
同
じ
も
の
の
よ
う
に
論
じ
る
の
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は
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
る
。
特
に
彰
子
付
き
の
女
房
は
主
と
し
て
宮
中
に
住
ん

で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
道
長
邸
の
女
房
と
は
お
の
ず
か
ら
別
の
異
質
集
団
で
あ

る
。
ま
た
、
倫
子
の
誕
生
や
結
婚
な
ど
の
慶
事
に
募
ら
れ
た
女
房
た
ち
と
、
彰

子
の
時
に
集
め
ら
れ
た
女
房
た
ち
と
の
間
に
は
年
齢
・
経
験
年
数
・
職
掌
な
ど

に
も
差
異
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
女
主
人
を
異
に
す
る
集
団
が
趣
味

や
雰
囲
気
に
違
い
が
生
じ
る
の
は
、
皇
后
定
子
・
中
宮
彰
子
・
斎
院
二
子
の
グ

ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
を
有
し
た
例
か
ら
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
従
っ
て
、
紫
式
部
が
倫
子
付
き
の
女
房
集
団
か
ら
彰
子
付
き
の
女
房
集
団
に

配
属
を
転
換
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
の
集
団
に
お
い
て
新
参
者
意
識

を
抱
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
、
老
の
意
識
か
ら
生
じ
る
董
恥
心

と
不
安
を
胸
中
に
秘
め
つ
つ
、
宮
廷
と
い
う
窮
屈
な
生
活
環
境
で
緊
張
を
強
い

ら
れ
る
と
し
た
ら
、
複
雑
な
人
間
関
係
に
お
の
ず
と
神
経
質
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
為
熟
が
新
参
者
意
識
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
前
記
三
箇
所

の
文
章
は
右
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
け
っ
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。

　
よ
っ
て
、
『
日
記
』
の
文
章
の
中
に
新
参
者
意
識
が
見
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
た
だ
ち
に
、
紫
式
部
は
な
が
い
里
住
み
の
後
に
、
中
宮
彰
子
の
も
と
へ
初

め
て
出
仕
し
た
と
考
え
る
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
正
し
く
な
い
。

日
　
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
事

　
『
日
記
』
の
中
に
、
受
章
の
指
摘
し
た
新
参
意
識
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
形
で
、

倫
子
と
道
長
の
紫
式
部
に
対
す
る
特
別
待
遇
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
先

学
の
究
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
屋
上
屋
を
架
す
る
必
要
は
な
い
が
、
事
の
次

第
上
、
紫
式
部
に
対
す
る
道
長
と
倫
子
お
よ
び
彰
子
の
処
遇
に
つ
い
て
瞥
見
し

て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
3
）

　
『
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
月
半
余
日
の
記
事
は
、
道
長
が
新
生

　
あ
っ
ひ
ら
　
　
　
　
　
　
し
と

児
敦
成
親
王
の
尿
を
浴
び
て
欣
喜
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
紫
式
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
し
　
　
そ
ば
　
　
　
　
お
ま
し

位
置
に
注
目
し
て
み
る
。
彰
子
は
御
帳
台
に
い
て
、
「
西
の
傍
な
る
御
座
に
夜
も

ひ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
4
）

昼
も
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
あ
っ
て
、
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
主
体
は
、
「
女
房
た
ち
」
「
私
た

ち
」
・
「
私
」
（
作
者
）
と
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
解
釈
の
相
異
が
あ
る
。
ど
の
解
釈

に
従
っ
て
も
、
作
者
は
彰
子
の
傍
ら
に
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
主
体
が
複
数
か

単
数
か
に
よ
っ
て
、
紫
式
部
に
対
す
る
道
長
・
彰
子
の
処
遇
が
大
き
く
異
な
っ

て
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
紫
式
部
は
多
数
の
中
の
一
人
か
、
あ
る
い
は
、

唯
一
の
存
在
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
ひ
ら

　
中
宮
彰
子
は
、
寛
弘
五
年
九
月
十
一
日
に
集
成
親
王
を
出
産
し
、
十
月
十
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
5
旦
）

日
（
十
三
日
以
前
）
ま
で
産
褥
に
就
い
て
い
た
。
産
褥
期
は
個
入
に
よ
っ
て
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
現
代
で
も
六
週
間
か
ら
八
週
閣
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彰

子
の
産
後
の
肥
立
ち
は
順
調
で
あ
る
。
九
月
十
七
日
、
朝
廷
が
主
催
す
る

う
ぶ
や
し
な
い

産
　
養
の
夜
、
紫
式
部
は
御
帳
台
を
の
ぞ
い
て
、
彰
子
を
「
す
こ
し
う
ち
な
や

　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
と
の
ご

み
、
面
や
せ
て
、
大
殿
籠
も
れ
る
御
有
様
、
つ
ね
よ
り
も
あ
え
か
に
、
若
く
、

う
つ
く
し
げ
な
り
」
と
見
て
い
る
。
十
月
四
日
に
、
行
幸
は
十
月
十
六
日
と
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
6
）

定
し
た
（
『
御
堂
関
白
記
』
）
か
ら
、
彰
子
は
そ
の
日
の
た
め
に
養
生
に
専
念
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
際
に
、
女
房
た
ち
が
夜
も
昼
も
御
帳
台
の
至

近
距
離
に
詰
め
て
い
る
必
要
は
な
い
。
九
月
十
一
日
、
彰
子
の
出
産
が
間
近
に

な
っ
た
大
事
な
時
に
さ
え
も
道
長
は
御
帳
台
の
近
く
に
伺
候
し
て
い
た
女
房
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る

ほ
と
ん
ど
を
「
人
げ
お
ほ
く
こ
み
て
は
、
い
と
ど
御
こ
こ
ち
も
苦
し
う
お
は
し

ま
す
ら
む
」
と
思
っ
て
、
他
室
へ
移
動
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
恢
復
は

順
調
な
が
ら
も
長
期
間
安
静
を
保
つ
べ
き
産
褥
期
に
、
御
帳
台
の
傍
ら
に
大
勢

の
女
房
た
ち
を
常
勤
さ
せ
る
こ
と
は
、
彰
子
と
若
宮
の
神
経
疲
労
を
防
ぐ
た
め

に
も
避
け
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
紫
式
部
が
御
帳
台
を
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ね

こ
っ
そ
り
の
ぞ
い
た
り
、
乳
母
が
「
う
ち
と
け
て
寝
」
た
り
す
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な
み

　
ち
な
み
に
、
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
用
例
を
『
日
記
』
の
日
次
記
事
中
に
調
べ
て
み

る
と
、
十
八
例
中
、

　
　
み
や
　
　
だ
い
ぶ
　
　
と
う
ぐ
う
　
　
だ
い
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
だ
ち
め

　
　
宮
の
大
夫
、
東
宮
の
大
夫
な
ど
、
さ
ら
ぬ
上
達
部
も
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た

　
　
ま
ふ
。
（
九
月
十
一
日
）

の
よ
う
に
、
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
主
体
を
明
示
し
て
い
る
も
の
が
十
五
例
で
、
明
示

し
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
こ
の
例
と
、
十
一
月
十
日
前
後
（
冊
子
作
り
の
段
）

の
用
例
「
明
け
た
て
ば
、
ま
つ
む
か
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
て
」
「
も
の
の
奥
に
て
、
む
か

ひ
さ
ぶ
ら
ひ
て
」
と
あ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
二
文
の
主
体
は
紫
式
部
自
身
で

　
注
（
1
7
）

あ
る
。

　
従
っ
て
、
紫
式
部
は
中
宮
彰
子
の
最
も
信
頼
の
置
け
る
女
房
と
し
て
、
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
の
と

り
で
御
嬢
台
の
傍
ら
に
、
「
夜
も
昼
も
」
伺
候
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
乳
母
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
と
こ
ろ

職
掌
の
違
う
人
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
若
宮
を
懐
に
入
れ
て
御
帳
台
の
傍
ら
に

い
る
。
そ
こ
へ
、
道
長
が
時
を
揮
ら
ず
出
入
し
て
若
宮
を
あ
や
す
。
あ
る
時
、

　
　
　
し
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

若
宮
の
尿
が
着
物
に
か
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
本
懐
だ
と
大
喜
び
し
て
着
物
を
御

き
ち
ょ
う

几
帳
の
裏
で
あ
ぶ
っ
て
乾
か
し
た
。
・
1
1
こ
れ
は
土
御
門
邸
の
最
も
奥
深
い
、

尊
貴
な
部
屋
で
行
な
わ
れ
た
秘
す
べ
き
情
景
で
あ
る
。
そ
れ
を
目
撃
で
き
た
ば

か
り
か
、
時
の
最
高
権
力
者
の
本
音
を
聴
き
得
る
位
置
に
紫
式
部
は
女
房
と
し

て
ひ
と
り
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
事
か
ら
も
、
紫
式
部
は
道
長
と
彰
子
か

ら
絶
大
な
信
頼
を
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
そ
の
他
の
例
、
省
略
）

　
倫
子
と
紫
式
部
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

深
い
親
咤
の
交
情
が
あ
っ
た
。
寛
弘
五
年
九
月
九
日
の
「
菊
の
き
せ
綿
」
の
段

に
は
、
倫
子
が
菊
の
き
せ
綿
を
与
え
、
「
と
り
わ
き
て
」
言
葉
を
添
え
て
紫
式
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
8
）

を
か
ら
か
っ
た
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
倫
子
の
特
別
な
配
慮
が
見
ら
れ
、
同
年
十

一
月
十
七
日
の
「
還
啓
」
の
段
直
前
の
「
里
居
」
の
段
に
は
、
倫
子
が
紫
式
部

の
里
下
り
を
引
き
留
め
た
こ
と
や
、
里
に
長
居
を
す
る
の
を
答
め
る
よ
う
な
ロ

吻
で
帰
参
を
促
し
た
便
り
を
遣
わ
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
倫

子
の
紫
式
部
に
対
す
る
格
別
な
厚
遇
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
紫
式
部
は
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
日

記
』
か
ら
窺
わ
れ
る
事
は
、
中
宮
の
女
房
、
中
宮
の
出
産
行
事
の
記
録
者
、
中

宮
の
側
近
者
、
中
宮
の
教
師
、
女
房
の
指
揮
者
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
、
物
語

作
り
の
主
宰
者
、
歌
人
、
批
評
家
な
ど
の
積
極
的
半
面
と
、
同
時
に
宮
廷
生
活

に
な
じ
め
ず
、
つ
ね
に
憂
愁
に
閉
ざ
さ
れ
、
老
い
た
る
新
参
者
意
識
か
ら
く
る

卑
下
と
自
己
勲
章
に
陥
ち
入
っ
た
消
極
的
半
面
を
有
す
る
複
雑
な
人
物
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
明
確
な
地
位
ま
で
は
判
然
と
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
欝
）

　
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
＝
二
）
五
月
二
十
五
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
こ

の
頃
、
紫
式
部
は
皇
太
后
彰
子
に
大
納
言
兼
右
大
将
藤
原
実
資
が
啓
上
す
る
こ

と
ば
を
取
り
次
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
道
長
の
批
判
者
で
あ
っ
た
実
資

と
道
長
の
態
度
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
彰
子
と
の
間
に
立
っ
て
機
密
に
属
す
る

こ
と
を
も
伝
言
し
て
い
た
紫
式
部
は
、
二
人
に
よ
ほ
ど
信
頼
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
通
説
に
よ
れ
ば
、
紫
式
部
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
二
月
二
十
九
日
に

初
出
仕
し
た
と
い
う
が
、
上
掲
『
日
記
』
寛
弘
五
年
十
月
余
日
の
記
事
に
み
ら

れ
た
よ
う
な
道
長
親
子
の
絶
大
な
信
頼
を
、
三
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
大
勢

の
有
力
な
女
房
た
ち
の
間
で
、
紫
式
部
は
い
か
に
し
て
勝
ち
得
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
頃
、
紫
式
部
は
彰
子
に
対
し
て
さ
え
も
、
「
ま
だ
見
た
て
ま
つ
り
な
る

る
ほ
ど
な
け
れ
ど
」
（
『
日
記
』
九
月
十
一
日
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
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あ
っ
た
為
憲
に
何
か
…
言
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
説
話
の
引
く
為
時
の

文
句
は
、
当
時
の
漢
詩
文
と
比
較
し
て
特
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
為
時
は
花
山
天
皇
の
時
代
に
蔵
人
式
部
丞
に
任
じ
ら
れ
、
天
皇
の
近
侍
に
な

る
光
栄
に
浴
し
た
が
、
ま
も
な
く
花
山
天
皇
が
藤
原
平
家
一
門
の
謀
略
に
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
％
）

か
っ
て
、
在
位
二
年
間
で
退
位
す
る
や
、
そ
の
後
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
5
）

位
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
文
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
が
、
無
官
と
な

れ
ば
職
田
を
失
い
、
俸
給
は
従
五
位
下
の
位
階
に
つ
く
位
田
八
町
（
『
盗
難
誕

と
若
干
の
位
禄
・
季
禄
が
主
た
る
も
の
で
、
祖
父
兼
輔
の
遺
産
が
あ
っ
た
か
ら

日
常
生
活
に
不
自
由
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
貴
族
の
体
面
を
保
つ
た
あ
に
は

経
済
的
な
余
裕
な
ど
あ
ま
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
申
し
文
に
は
、
た

と
え
ば
、
源
順
が
散
位
十
一
年
後
、
天
元
三
年
（
九
八
○
）
正
月
に
提
出
し
た

文
章
に
、
「
三
位
年
老
家
貧
歎
鋸
葉
切
」
（
『
本
朝
文
粋
』
第
六
）
と
あ
る
よ
う
な

貧
困
を
歎
く
文
句
が
多
く
、
麗
筆
自
身
も
、
こ
れ
よ
り
の
ち
、
二
度
目
の
散
位

時
代
に
、
「
門
閑
元
二
謁
客
こ
（
『
本
朝
麗
草
』
巻
下
）
と
題
す
る
詩
を
賦
し
て
、

身
の
不
遇
と
邸
宅
の
荒
蕪
を
嘆
い
て
い
る
。
表
現
に
誇
張
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
説
得
力
を
持
つ
に
は
誇
張
す
る
に
足
る
実
質
が
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
『
江
談
抄
』
第
五
・
詩
事
に
伝
え
る
、
大
江
匡
衡
が
藤
原
行
成
の
も
と
に

送
っ
た
書
に
は
、
年
時
を
含
む
六
人
の
詩
人
の
名
を
挙
げ
て
、
「
故
主
甘
レ
貧
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
十
年
間
に
わ
た
る
散
位
時
代
は
、
官
吏
為
時
に
と
っ
て
、

貧
に
甘
ん
じ
て
風
流
韻
事
に
遊
ぶ
に
は
、
あ
ま
り
に
も
長
す
ぎ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
当
時
、
任
官
は
す
べ
て
権
力
者
と
の
縁
故
関
係
に
よ
る
か
ら
、
官
途
に
就
い

て
出
世
し
よ
う
と
志
す
る
者
の
中
に
は
、
忠
誠
臣
従
の
意
志
を
示
す
た
め
に

み
ょ
う
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
幻
）

名
簿
を
権
力
者
に
提
出
す
る
人
が
あ
っ
た
。
道
長
の
強
引
な
為
時
登
用
に
は
、

二
人
の
間
に
そ
の
よ
う
な
主
従
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
ら
れ
る
も
の

が
あ
る
。

　
道
長
は
、
兄
の
道
隆
と
道
兼
が
あ
い
つ
い
で
病
死
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
長

窪
年
（
九
九
五
）
五
月
、
は
か
ら
ず
も
内
覧
2
．
乞
日
を
蒙
り
、
右
大
臣
と
な

る
や
、
翌
年
四
月
に
は
政
敵
、
内
大
臣
藤
原
伊
周
を
都
か
ら
追
放
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
9
2
）

成
功
し
て
権
力
を
掌
中
に
し
た
が
、
為
時
を
越
前
守
に
遷
任
し
た
の
は
、
道
長

の
恣
意
が
通
り
始
め
て
間
も
な
く
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
為

時
は
道
長
殉
濫
悪
性
に
期
待
を
か
け
て
か
な
り
前
か
ら
道
長
に
接
近
し
て
い
た

に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
機
縁
は
何
か
。

田
　
紫
式
部
の
居
宅

　
紫
式
部
は
父
為
時
の
も
と
で
弟
豊
島
と
と
も
に
養
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
し
き
ぶ
　
　
じ
ょ
う
　
　
　
　
　
注
（
3
1
）

『
日
記
』
の
「
こ
の
式
部
の
丞
の
」
の
段
で
わ
か
る
が
、
為
時
一
家
の
所
在
し

た
場
所
は
、
『
河
海
抄
』
の
「
料
簡
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
づ
ら
ソ

　
　
旧
跡
は
正
親
町
以
南
、
京
極
西
頬
、
今
．
東
北
院
向
也
。

と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
正
し
い
こ
と
を
角
田
文
衛
氏
は
博
引
傍
証
し
て
推

論
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
認
）

す
な
わ
ち
、
『
紫
式
部
と
そ
の
時
代
』
所
収
論
文
「
紫
式
部
の
居
宅
」
に
よ
れ
ば
、

　
e
　
紫
式
部
は
父
為
時
の
邸
に
住
ん
で
い
た
。

　
⇔
　
曽
祖
父
兼
輔
の
邸
は
京
極
と
賀
茂
川
の
間
に
あ
っ
た
。
そ
の
敷
地
は
東

　
　
　
西
五
〇
丈
、
南
北
四
〇
丈
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
日
　
兼
輔
の
子
孫
（
桑
子
・
召
命
親
王
・
済
子
女
王
）
は
、
一
条
末
路
南
、

　
　
　
京
極
大
路
東
、
中
河
の
家
に
住
ん
で
い
た
。
（
こ
れ
は
兼
輔
邸
か
、
そ
の

　
　
　
近
く
で
あ
る
）

　
㈹
　
兼
輔
の
長
男
雅
正
は
し
ば
ら
く
別
の
場
所
に
住
ん
で
い
た
が
、
兼
輔
の
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死
後
、
自
邸
に
帰
っ
た
ら
し
い
。

　
㈹
　
雅
正
の
子
為
頼
は
中
河
の
ほ
と
り
に
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
は
兼
輔
の
堤

　
　
　
邸
か
。

　
㈹
　
響
動
は
、
こ
の
あ
た
り
の
他
人
の
住
所
・
法
成
寺
の
敷
地
を
除
外
し
て

　
　
　
　
　
　
　
ひ
が
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ぎ
ま
ち

　
　
　
考
え
る
と
、
東
京
極
大
路
東
。
正
親
町
末
路
南
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

　
　
　
る
。

　
㈹
　
こ
の
位
置
は
『
河
海
抄
』
の
記
述
と
一
致
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
為
頼

　
　
　
と
為
時
の
兄
弟
は
同
一
邸
宅
地
内
に
住
ん
で
い
た
。

と
推
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
推
論
は
、
論
証
の
目
的
を
『
河
海
抄
』
の
記
事
の

真
偽
を
考
察
す
る
こ
と
に
置
け
ば
、
推
論
の
過
程
に
『
河
海
抄
』
の
記
事
を
そ

の
ま
ま
証
拠
に
用
い
て
い
る
点
に
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
㈹
か
ら
㈹
に
展
開
す

る
過
程
に
、
為
時
ま
た
は
紫
式
部
・
惟
規
が
為
頼
と
同
一
邸
宅
地
内
に
住
ん
で

い
た
と
い
う
決
定
的
証
拠
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
広
い
邸
宅
地
内
に
数
家
族
が
同
居
t
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
か

ら
、
為
時
も
住
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
堤
邸
の
位
置
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
高
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
角
田
氏
は
、
さ
ら
に
考
古
学
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
堤
邸
の
位
置
を
現
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た
の
　
べ
ち
ょ
う

京
都
市
上
京
区
寺
町
通
広
小
路
上
ル
北
之
辺
町
三
九
五
番
地
、
盧
山
寺
の
境

内
と
大
部
分
が
合
致
す
る
と
さ
れ
る
。

　
堤
邸
は
、
『
庇
髪
抄
』
に
、

　
　
土
御
門
南
、
京
極
西
、
南
北
二
町
、
梅
南
一
町
被
入
二
道
長
公
家
、
或
大

　
　
入
道
家
L
東
門
院
臨
画
也
。
・

　
　
　
　
　
　
　
ひ
が
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
じ
む
か
い

と
あ
る
京
極
殿
と
、
東
京
極
大
路
を
は
さ
ん
で
東
北
方
の
筋
向
に
あ
る
。
京
極

殿
（
土
御
門
殿
）
は
、
も
と
も
と
道
長
の
北
の
方
倫
子
が
墨
黒
雅
信
よ
り
伝
領

し
た
鷹
司
殿
で
、
の
ち
に
、
道
長
が
大
江
匡
衡
の
所
有
し
て
い
た
南
一
町
を
購

入
し
て
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
（
角
田
説
）
と
い
う
。

　
従
っ
て
、
紫
式
部
が
堤
邸
に
住
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
倫
子
は
紫
式
部
を
幼

い
ζ
う
か
ら
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
倫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ま
ご
　
　
　
　

い
や
い
と
こ

子
と
紫
式
部
は
藤
原
定
方
の
曽
孫
で
、
二
人
は
再
従
姉
妹
の
間
柄
に
な
る
か

ら
、
面
識
以
上
の
親
し
い
交
際
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
角
田
説
）
の
で
あ

る
。

㈹
　
宮
仕
え
の
条
件

　
貴
族
の
子
女
が
宮
廷
ま
た
は
権
門
に
出
仕
す
る
こ
と
（
宮
仕
え
）
は
、
当
時

あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
皇
女
や
太
政
大
臣
の

娘
ま
で
も
が
宮
仕
え
を
し
て
い
た
　
（
『
栄
華
物
語
』
巻
八
・
伊
周
の
遣
言
に
よ

注
（
認
）

る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め

　
時
代
は
す
こ
し
く
だ
る
が
、
菅
原
居
回
女
が
、
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
、
藤

原
頼
通
の
養
女
娠
子
の
生
ん
だ
祐
子
内
親
王
家
（
頼
通
の
高
倉
邸
。
祐
子
二
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
説
）

に
出
仕
す
る
時
の
事
情
を
、
『
更
級
日
記
』
に
見
て
み
よ
う
。
紫
式
部
と
同
じ
く

文
人
受
領
層
に
属
す
る
家
庭
の
娘
の
事
例
と
し
て
参
考
に
な
る
。

　
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
、
孝
標
は
常
陸
守
の
任
を
終
え
て
帰
京
す
る
や
、
娘

（『

X
級
日
記
』
の
作
者
）
に
家
事
万
端
を
ゆ
だ
ね
て
隠
棲
し
て
し
ま
う
。
時

に
、
孝
標
六
十
七
歳
、
娘
三
十
二
歳
、
独
身
で
あ
っ
た
。
孝
標
の
妻
は
尼
に
な
っ

て
い
る
。
孝
養
は
娘
に
「
頼
も
し
げ
な
く
、
心
ぼ
そ
く
」
思
わ
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
時
に
、
宮
家
へ
出
仕
す
る
よ
う
に
勧
誘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、

　
こ
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
つ
か

「
古
代
の
親
」
（
孝
標
）
は
、
「
宮
仕
へ
人
は
い
と
う
き
こ
と
な
り
」
と
い
っ
て

反
対
し
た
が
、
周
囲
の
人
が
、
「
今
の
世
の
人
は
、
さ
の
み
こ
そ
は
出
で
た
て
。

さ
て
も
お
の
つ
か
ら
よ
き
た
め
し
も
あ
り
。
さ
て
も
こ
こ
ろ
み
よ
」
と
奨
励
す
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む
す
め

る
の
で
、
消
極
的
な
が
ら
同
意
す
る
。
孝
総
説
も
好
奇
心
は
あ
っ
た
が
、
い
ざ

出
仕
し
て
み
る
と
将
来
へ
の
不
安
と
家
族
恋
し
さ
の
あ
ま
り
悲
し
み
が
つ
の
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
孝
標
が
消
極
的
な
が
ら
娘
の
宮
仕
え
を
認
め
、
ま
た
孝
乙
女
が
出
仕
に
踏
み

切
っ
た
の
は
、
宮
仕
え
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
婚
相
手
が
見
つ
か
る
な
ど
の

「
よ
き
た
め
し
」
を
期
待
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
で
に
老
境
に
入
っ
て

い
る
孝
標
女
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
期
待
が
い
か
ほ
ど
の
重
み
を
持
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
そ
の
要
因
は
、
父
孝
標
の
隠
棲
す
る
姿
に
、
「
頼
も
し
げ

な
く
心
ぼ
そ
く
」
感
じ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
頼
も
し
げ
な
し
」
や
「
心
ぼ
そ
し
」
は
、
社
会
的
地
位
や
将
来
性
、
経
済

力
、
健
康
、
誠
実
性
な
ど
が
乏
し
い
状
態
に
対
し
て
感
じ
る
不
安
を
あ
ら
わ
す

語
で
あ
る
が
、
家
事
万
端
を
ま
か
せ
ら
れ
た
孝
標
女
が
、
退
官
し
た
高
齢
の
父

孝
標
に
対
し
て
感
じ
た
不
安
の
要
因
に
、
経
済
力
の
欠
乏
を
挙
げ
る
こ
と
は
、

隠
退
後
の
孝
標
の
孤
独
で
落
醜
し
た
生
活
状
態
か
ら
察
し
て
も
不
自
然
で
は
な

い
。
孝
標
女
は
の
ち
に
橘
俊
通
を
招
署
し
た
が
、
そ
れ
で
も
「
き
ら
き
ら
し
き

い
き
ほ

勢
ひ
（
経
済
力
）
」
で
は
な
か
っ
た
と
、
わ
ざ
わ
ざ
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
国
司
は
苛
敏
諜
求
を
事
と
し
て
、
私
腹
を
肥
や
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
道
長
の
時
代
に
は
、
百
姓
の
反
抗
や
愁
訴
が
し
き
り
に
行
な

わ
れ
、
た
め
に
国
司
が
罷
免
さ
れ
た
り
訓
戒
を
受
け
た
り
し
て
い
る
例
が
あ

注
（
錫
）
り
、
国
司
が
不
正
を
働
く
の
は
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
は
い

え
、
国
司
の
収
入
は
、
在
京
の
下
級
官
僚
よ
り
も
曲
豆
か
で
あ
っ
た
。
天
元
二
年

（
九
七
九
）
、
平
平
盛
は
、

　
　
拝
一
一
一
国
一
者
、
其
楽
有
レ
余
。
金
吊
満
レ
蔵
、
酒
肉
堆
レ
案
。
況
転
コ
乱
数
国
一

　
　
乎
。
老
二
型
司
一
者
、
其
愁
無
レ
尽
。
荊
棘
生
レ
庭
、
煙
火
絶
レ
櫨
。
況
窮
苦
多

　
　
年
乎
。
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
六
）

と
、
申
し
文
に
そ
の
嘆
き
を
綴
っ
て
い
る
。

　
紫
式
部
の
父
為
時
は
、
花
山
天
皇
の
寵
を
蒙
っ
た
と
は
い
え
、
正
六
言
下
相

当
官
・
式
部
大
回
の
微
官
に
過
ぎ
ず
、
推
定
年
齢
は
三
十
九
歳
（
岡
一
男
説
）

で
、
ま
さ
に
老
境
に
入
ろ
う
と
し
て
い
た
。
せ
っ
か
く
将
来
に
明
る
い
見
通
し

が
立
っ
た
や
さ
き
、
突
然
の
失
職
に
見
舞
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
狼
狽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ち
か

ぶ
り
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
を
引
き
立
て
て
く
れ
た
義
懐
は
花
山

天
皇
と
と
も
に
出
家
遁
世
し
て
し
ま
い
、
い
ま
や
孤
立
無
援
と
な
っ
て
、
以
後

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
に
　
　
　
ろ
う

十
年
間
い
た
ず
ら
に
散
位
の
繭
を
積
む
ば
か
り
と
な
る
。
こ
の
年
、
紫
式
部
は

十
七
歳
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

㈹
　
源
倫
子
と
藤
原
道
長
の
結
婚

　
『
台
記
別
記
』
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
七
月
三
日
の
条
に
、

　
　
鷹
司
殿
配
御
堂
、
肘
挺
瓶
隣
研
に

と
あ
り
、
鷹
司
殿
倫
子
が
藤
原
道
長
と
結
婚
し
た
の
は
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）

十
二
月
十
六
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
年
は
為
時
が
失
職
し
た
寛
和

二
年
の
翌
年
に
当
た
る
。

　
倫
子
と
道
長
の
結
婚
の
経
緯
は
、
『
栄
華
物
語
』
巻
第
三
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ

　
　
注
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
3
7
）

て
い
が
、
こ
の
時
、
倫
子
は
二
十
四
歳
、
道
長
は
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
倫
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
き

は
、
父
の
左
大
臣
従
一
位
源
雅
信
（
宇
多
天
皇
の
孫
）
に
よ
っ
て
、
「
后
が
ね
」

と
し
て
養
育
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
道
長
の
求
婚
は
雅
信
の
反
対
に
遭
っ
た
け
れ

ど
も
、
道
長
の
将
来
性
に
目
を
付
け
て
い
た
母
穆
子
の
積
極
的
な
後
押
し
に

よ
っ
て
婿
入
り
が
実
現
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
雅
信
は
道
長
を
「
い
と
わ
ざ

と
が
ま
し
く
や
む
ご
と
な
く
も
て
な
し
」
た
の
で
、
道
長
の
父
の
摂
政
従
一
位

兼
家
は
、
非
常
に
恐
縮
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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雅
信
は
競
争
相
手
の
兼
家
の
息
子
を
婿
取
す
る
に
際
し
て
、
さ
だ
め
し
贅
美

を
尽
く
し
て
準
備
を
行
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
婿
取
り
に
当
っ
て
は
、
殿
舎
を
整

備
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
女
房
や
童
女
・
下
仕
え
を
厳
選
し
て
娘
に
配
す
る
。

時
代
は
す
こ
し
下
る
が
、
寛
仁
元
年
・
（
一
〇
一
七
）
、
道
長
が
娘
の
寛
子
に
小
一

条
院
を
婿
取
り
し
た
時
、
道
長
は
寛
子
付
き
女
房
を
集
め
よ
う
と
し
て
、
「
宮
々

　
　
　
ま
い

な
ど
に
参
り
こ
み
て
や
（
よ
い
女
房
は
、
も
う
各
宮
家
に
お
仕
え
し
て
い
て
、

い
な
い
の
で
は
な
い
か
）
」
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
大
納
言
の
君
」
「
な
に
く
れ

　
み
や
　
　
　
　
　
と
の
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め
　
　
　
　
な
　
の

の
宮
、
か
の
殿
ば
ら
の
御
亭
な
ど
名
乗
り
給
ふ
人
々
」
を
、
二
十
名
選
抜
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
認
）

こ
と
が
で
き
た
と
、
『
栄
華
物
語
』
（
巻
第
十
三
）
は
伝
え
て
い
る
。

　
宮
仕
え
が
、
「
う
き
こ
と
」
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
優
秀
な

女
房
を
集
め
る
の
は
、
一
般
に
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
道
長
が
成
功

し
た
の
は
彼
の
権
勢
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
雅
信
と
穆
子
が
道
長
を
婿
取
る
時
も
事
情
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
。
倫
子
付
き
の
女
房
の
人
数
も
二
十
人
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
だ
け

の
す
ぐ
れ
た
人
材
を
、
親
類
・
縁
者
を
頼
り
に
都
の
中
で
求
め
る
に
は
相
当
の

困
難
が
伴
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
紫
式
部
は
、
風
流
人
で
多
情
多
恨
の
和
歌
を
残
し
て
い
る
縫
製
規
か
ら
推
量

　
注
（
3
9
）

し
て
、
容
貌
も
劣
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
少
女
時
代
か
ら
抜
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
よ
う
　
　
　
　
注
（
4
0
）

の
才
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
日
記
』
の
「
こ
の
式
部
の
丞
と
い
ふ
人
の
」

の
段
に
よ
っ
て
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
年
齢
も
十
八
歳
に
達
し
て
い
た
。

　
雅
信
と
穆
子
は
、
倫
子
と
道
長
が
結
婚
す
る
に
当
っ
て
女
房
を
集
め
る
に
際

し
、
筋
向
い
の
邸
に
妙
齢
で
比
類
の
な
い
才
能
と
学
識
を
有
す
る
縁
者
が
住
ん

で
い
る
こ
と
を
無
視
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
紫
式
部
も
熱
心
な
勧
誘
を
受
け
た
時
、
父
夏
時
の
逆
境
を
よ
そ
に
見

て
宮
仕
え
を
拒
み
と
お
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

㈹
　
初
出
仕
の
時
期

　
「
紫
式
部
」
と
い
う
女
房
名
は
、
正
式
に
は
藤
式
部
で
あ
っ
た
の
が
、
『
源
氏

物
語
』
の
作
者
で
あ
る
こ
と
に
因
ん
で
「
紫
」
と
命
名
さ
れ
、
父
為
時
の
最
も

華
や
か
で
あ
っ
た
京
官
時
代
の
官
職
名
式
部
丞
に
依
っ
て
「
式
部
」
と
称
さ
れ

た
、
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
「
紫
」
と
い
う
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
古

注
以
来
諸
説
が
あ
る
膜
瑚
）
い
ま
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
て
、

「
式
部
」
と
呼
称
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
女
房
名
は
通
称
で
あ
り
、
女
房
の
出
自
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
に
、
父
兄
、

夫
の
官
職
名
に
因
ん
で
命
名
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
紫
式
部
が
、
通
説
の
よ
う
に
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
二
月
二
十
九
日

に
初
出
仕
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
父
同
時
は
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
か
ら
長
保
二

年
（
一
〇
〇
〇
）
ま
で
越
前
守
で
あ
り
、
寛
弘
六
年
に
左
少
弁
蔵
人
に
任
じ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
4
2
）

れ
る
ま
で
は
無
官
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
般
的
に
、
父
の
官
職
名
に
よ
る
の
で
あ

れ
ば
「
越
前
」
に
因
ん
で
命
名
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
亡
夫
藤
原
宣
孝
の
官
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
4
3
）

名
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
右
衛
門
権
佐
兼
山
城
守
」
と
関
係
の
あ
る
呼
称
が

生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
弟
惟
規
は
、
寛
弘
六
、
七
年
に
式
部
丞
に
任
じ
ら
れ
て
い

注
（
覗
）
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
為
時
の
娘
、
故
宣
孝
の
妻
は
「
藤
式
部
」
と
呼
称
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
、
父
為
時
の
泉
質
時
代
の
官
職
名
に
由
来
す
る
と
、
説
明
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
4
5
）

　
為
時
は
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
夏
の
政
変
時
、
式
部
大
丞
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
か
ら
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
ま
で
は
二
十
年
も
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
間
、
す
で
に
越
前
守
を
経
た
為
時
が
、
そ
の
十
年
前
に
式
部
大
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丞
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
人
が
何
人
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
4
6
）

　
さ
き
に
例
示
し
た
源
為
憲
は
、
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
の
申
文
に
、
急
心
の

十
一
年
前
の
職
歴
に
つ
い
て
記
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
為
憲
が
為
時
の
競
争

相
手
で
あ
り
、
官
吏
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

特
例
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
寛
弘
二
年
十
二
月
ま
で
に
、
さ
ら
に
九
年
が
経
過

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
、
本
人
が
父
の
最
も
華
か
で
あ
っ
た
時
期
の
官
職
名
を
選
ん
で
「
式

部
」
と
自
称
し
た
と
し
て
も
、
二
十
年
も
経
過
す
る
う
ち
に
、
何
代
も
の
式
部

丞
が
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
紛
ら
わ
し
い
名
が
、
「
越

前
」
や
「
山
城
」
「
右
衛
門
」
よ
り
も
優
位
と
な
っ
て
、
女
房
社
会
に
公
認
さ
れ

る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
に
、
位
階
か
ら
見
れ
ば
、
式
部
大
丞
は
正
六
言
下

相
当
官
で
あ
り
、
越
前
や
山
城
の
大
国
、
上
国
の
国
守
は
従
五
位
相
当
官
で

あ
っ
て
、
前
者
か
ら
後
者
に
昇
進
す
る
の
に
、
為
時
は
十
年
も
か
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
式
部
大
豊
」
が
権
官
で
あ
っ
て
も
、
父
夫
兄
弟
の
官
職
名
に
よ
っ

て
、
出
自
の
身
分
差
が
う
か
が
わ
れ
る
女
房
名
に
、
わ
ざ
わ
ざ
位
の
低
い
方
の

官
職
名
を
選
択
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。

　
「
式
部
」
と
い
う
呼
称
が
自
然
に
同
僚
の
女
房
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め

に
は
、
父
為
時
が
、
式
部
省
の
官
吏
で
あ
っ
た
時
か
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、

「
前
式
部
大
丞
」
と
い
う
呼
称
が
通
用
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
「
前
式
部
大
丞
」
と
い
う
呼
称
は
、
先
に
あ
げ
た
源
為
憲
の
場
合

も
あ
る
の
で
、
か
な
り
長
く
通
用
し
た
と
仮
定
し
て
も
、
越
前
守
に
任
命
さ
れ

た
長
徳
二
年
号
九
九
六
）
正
月
に
は
完
全
に
抹
消
さ
れ
た
に
違
い
な
い
か
ら
、

寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
ま
で
世
人
の
記
憶
に
留
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
　
こ
の
間
に
、
為
時
失
職
の
翌
年
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）
十
二
月
十
六
日
に
、

鷹
司
殿
で
は
倫
子
と
道
長
の
婚
儀
が
行
な
わ
れ
、
翌
年
冬
に
は
彰
子
が
誕
生
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
が
こ
の
頃
、
鷹
司
殿
に
出
仕
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

「
式
部
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
に
す
こ
ぶ
る
時
宜
を
得
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

㈹
　
結
　
論

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
紫
式
部
は
、
永
延
元
年
十
二
月
十
六
日
、
鷹
司
殿

倫
子
と
藤
原
道
長
が
結
婚
す
る
に
際
し
て
、
倫
子
付
き
の
女
房
と
し
て
十
八
歳

で
出
仕
し
た
蓋
然
性
が
き
わ
め
て
高
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
し
、
紫
式
部
が
若
く
し
て
鷹
司
殿
に
出
仕
し
て
宮
廷
内
外
の
豊
富
な
話
題

や
書
籍
・
史
料
・
慣
習
な
ど
を
貧
欲
に
摂
取
し
、
ま
た
、
道
長
・
倫
子
の
も
と

に
蝟
集
す
る
男
女
と
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
を
持
ち
、
観
察
と
体
験
を
積
ん
だ
と
す

れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
豊
饒
な
実
り
が
、
狭
い
家
族
関
係
の
中
に
逼
塞
し
て
孤

独
に
筆
を
走
ら
せ
て
い
た
と
見
る
よ
り
も
、
深
く
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
『
日
記
』
に
表
わ
さ
れ
た
紫
式
部
と
道
長
・
倫
子
と
の
格
別
な
親
睨
さ
や
道

長
の
為
時
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
優
遇
も
よ
り
ょ
く
説
明
が
つ
く
の
で
あ

る
。

（1）（2）（3）

注安
藤
為
章
・
與
謝
野
晶
子
・
岡
一
男
・
阿
部
秋
生
・
今
井
源
衛
・
角
田
文
衛
・
伊

藤
博
・
萩
谷
朴
・
清
水
好
子
の
著
書
に
よ
る
。

紫
式
部
の
出
仕
時
期
に
つ
い
て
は
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
・
三
年
・
四
年
説

が
あ
る
。

紫
式
部
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
一
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
・
天
延
元
年
（
九
七
三
）
・

天
延
二
年
目
九
七
四
）
・
天
延
三
年
（
九
七
五
）
・
天
元
元
年
（
九
七
八
）
説
が
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（7）　（6｝　（5）　（1｝（9）（8）｛li｝ ㈹㈹
（15）　　（14）　　（｝：墨）　　（｝2）〈17）08）

あ
る
。
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
、
い
ま
仮
に
、
今
井
源
衛
氏
の
天
禄
元
年
説
に
従

い
、
紫
式
部
の
年
齢
は
氏
の
算
定
に
基
づ
い
て
記
す
。

『
貫
之
集
』
『
中
納
言
兼
輔
集
』
に
よ
る
。

『
中
納
言
兼
輔
集
』
（
『
兼
輔
集
』
『
堤
中
納
言
集
』
と
も
い
う
）

『
公
卿
補
任
』
承
平
三
年
。

『
小
右
記
』
永
観
二
年
十
一
月
十
四
日
・
同
二
年
十
二
月
八
日
お
よ
び
永
観
三
年

四
月
二
十
五
日
の
条
に
「
式
部
丞
金
時
」
「
蔵
人
式
部
丞
為
時
」
と
あ
り
、
『
本
朝

世
紀
』
寛
和
二
年
二
月
十
六
日
の
条
に
「
式
部
少
丞
橘
淑
任
・
大
丞
藤
原
臨
時
」

と
見
え
る
。

『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
。

『
紫
明
抄
』
に
、
「
縫
与
」
と
あ
る
箇
所
は
、
「
縫
」
と
「
継
」
、
「
与
」
と
「
而
」
の

草
体
は
よ
く
似
て
い
る
か
ら
、
「
継
立
」
の
誤
写
で
あ
る
。
な
お
、
『
河
海
抄
』
に

「
女
官
」
と
あ
る
箇
所
が
『
紫
明
抄
』
に
は
「
女
房
」
と
あ
る
が
、
「
女
官
」
は
女

性
官
吏
の
こ
と
で
、
鷹
司
殿
に
仕
え
る
女
性
は
「
女
房
」
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
。

た
だ
し
、
両
者
は
混
同
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
。

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
践
。

『
日
記
』
冒
頭
の
情
景
描
写
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
通
説
で
は
、
寛
弘
五
年
（
一
〇

〇
八
）
七
月
中
旬
と
さ
れ
て
い
る
が
、
七
月
下
旬
説
、
八
月
中
旬
説
、
九
月
説
、

お
よ
び
秋
季
一
般
説
な
ど
が
あ
る
。

『
国
文
注
釈
全
書
』
所
収
『
紫
女
七
論
』
其
事
・
一
七
一
八
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所
収
『
枕
草
子
・
紫
式
部
日
記
』
四
六
〇
1
一
ペ
ー
ジ
。

に
し
　
　
そ
ば
　
　
　
　
　
お
ま
し

「
西
の
傍
な
る
御
座
」
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。

『
日
記
』
に
よ
る
。

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
十
月
四
日
の
条
に
、
「
可
有
来
十
六
日
行
幸
召
仰
、
申

宮
権
大
夫
承
之
」
と
あ
る
。

寛
弘
六
年
正
月
一
日
～
三
日
の
記
事
に
、
「
い
と
ざ
ま
よ
き
ほ
ど
に
侍
る
」
の
「
侍

る
」
は
傍
注
本
で
は
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
用
例
は
除
外
し
た
。

道
長
と
紫
式
部
と
の
関
係
を
知
っ
た
倫
子
が
、
紫
式
部
に
嫉
妬
と
敵
意
を
抱
い
て

皮
肉
を
あ
び
せ
た
、
と
す
る
萩
谷
重
氏
の
解
釈
が
あ
る
。
（
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』

（ig）（20）（21）（23） （22｝（2の

㈱
（25｝（27）（30） （29）　（28）（31）

上
巻
｝
五
五
－
八
ペ
ー
ジ
）
。
氏
の
解
釈
で
は
、
道
長
と
紫
式
部
の
間
に
、
秘
密
の

肉
体
関
係
が
あ
っ
た
、
と
す
る
が
、
今
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
力
）

「
資
平
去
夜
密
々
令
参
皇
太
后
宮
、
令
啓
東
宮
御
悩
之
門
、
依
仮
不
参
盤
渉
。
今
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
々
力
）
　
　
（
雑
力
）

帰
来
云
、
去
夕
、
相
々
女
房
（
越
後
書
法
時
女
、
以
此
女
前
之
三
遷
難
事
而
己
）
、

　
　
　
　
　
　
　
ロ
カ
　

彼
女
云
、
宮
東
御
悩
錐
非
重
、
猶
未
御
尋
常
之
内
、
熱
気
未
散
給
。
亦
左
府
聯
有

上
気
者
。
．
〈
（
）
内
は
割
注
〉

越
前
国
／
守
、
従
四
位
上
露
朝
臣
国
庫
（
中
略
）
淡
路
国
／
守
、
従
五
位
下
藤
原

朝
臣
為
時
。

越
前
・
淡
路
・
武
蔵
・
安
房
・
飛
騨
・
能
登
・
讃
岐
・
筑
後
・
薩
摩
・
対
島
。

（
長
徳
二
年
春
の
「
大
間
書
』
に
よ
る
）

『
糖
国
史
大
系
』
2
1
下
・
二
二
七
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
九
月
六
日
の
条
、
『
本
朝
麗
藻
』
『
今
戸
』
『
宋
史
』
巻
四

九
【
、
外
国
七
、
日
本
国
。

『
日
本
菅
典
文
学
大
系
』
所
収
『
栄
花
物
語
』
上
・
九
七
－
九
ペ
ー
ジ
。
同
『
大
鏡
』

第
一
巻
・
五
一
⊥
ニ
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
紀
略
』
正
暦
四
年
正
月
二
十
二
日
の
条
。
『
後
拾
遺
集
』
卑
下
・
一
四
七
番
。

一
説
で
は
、
兼
輔
は
河
内
の
玉
の
井
の
庄
に
伝
承
の
荘
園
を
も
っ
て
い
た
（
角
田

説
）
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
く
ら
お

『
栄
華
物
語
』
巻
第
八
「
い
で
や
、
世
に
あ
り
わ
づ
ら
ひ
、
『
官
　
聖
人
よ
り
は
み

　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
し
た
が
　
　
　
も
の
お
ぽ
　
　
　
　
つ
い
せ
う

じ
か
し
。
人
と
等
し
く
な
ら
ん
』
な
ど
思
ひ
て
、
世
に
従
ひ
、
物
覚
え
ぬ
追
従
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
か
た
と
き

な
し
、
名
簿
う
ち
し
な
ど
せ
ば
、
世
に
片
時
あ
り
め
ぐ
ら
せ
じ
と
す
」

『
公
卿
補
任
』
そ
の
他

『
栄
華
物
語
』
『
大
鏡
』
に
詳
し
い
。

永
延
元
年
に
為
時
が
作
っ
た
「
懐
中
書
大
王
桃
花
閣
旧
遊
詩
序
」
に
基
づ
い
て
、

為
時
は
中
書
王
（
具
平
親
王
）
の
家
司
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
か
、
『
日
記
』
の
「
申

務
宮
わ
た
り
」
の
段
か
ら
、
紫
式
部
は
中
書
王
に
仕
え
た
か
、
と
す
る
説
が
あ
る
。

為
時
・
為
頼
兄
弟
は
中
書
王
と
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
関
係
は
特

定
で
き
な
い
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所
収
『
枕
草
子
・
紫
式
部
日
記
』
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
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あ
る
。
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
、
い
ま
仮
に
、
今
井
源
衛
氏
の
天
禄
元
年
説
に
従

い
、
紫
式
部
の
年
齢
は
氏
の
算
定
に
基
づ
い
て
記
す
。

『
貫
之
集
』
『
中
納
言
兼
輔
集
』
に
よ
る
。

『
中
納
言
兼
輔
集
』
（
『
兼
輔
集
』
『
堤
中
納
言
集
』
と
も
い
う
）

『
公
卿
補
任
』
承
平
三
年
。

『
小
右
記
』
永
観
二
年
十
一
月
十
四
日
・
同
二
年
十
二
月
八
日
お
よ
び
永
観
三
年

四
月
二
十
五
日
の
条
に
「
式
部
丞
金
時
」
「
蔵
人
式
部
丞
為
時
」
と
あ
り
、
『
本
朝

世
紀
』
寛
和
二
年
二
月
十
六
日
の
条
に
「
式
部
少
丞
橘
淑
任
・
大
丞
藤
原
臨
時
」

と
見
え
る
。

『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
。

『
紫
明
抄
』
に
、
「
縫
与
」
と
あ
る
箇
所
は
、
「
縫
」
と
「
継
」
、
「
与
」
と
「
而
」
の

草
体
は
よ
く
似
て
い
る
か
ら
、
「
継
立
」
の
誤
写
で
あ
る
。
な
お
、
『
河
海
抄
』
に

「
女
官
」
と
あ
る
箇
所
が
『
紫
明
抄
』
に
は
「
女
房
」
と
あ
る
が
、
「
女
官
」
は
女

性
官
吏
の
こ
と
で
、
鷹
司
殿
に
仕
え
る
女
性
は
「
女
房
」
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
。

た
だ
し
、
両
者
は
混
同
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
。

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
践
。

『
日
記
』
冒
頭
の
情
景
描
写
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
通
説
で
は
、
寛
弘
五
年
（
一
〇

〇
八
）
七
月
中
旬
と
さ
れ
て
い
る
が
、
七
月
下
旬
説
、
八
月
中
旬
説
、
九
月
説
、

お
よ
び
秋
季
一
般
説
な
ど
が
あ
る
。

『
国
文
注
釈
全
書
』
所
収
『
紫
女
七
論
』
其
事
・
一
七
一
八
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所
収
『
枕
草
子
・
紫
式
部
日
記
』
四
六
〇
1
一
ペ
ー
ジ
。

に
し
　
　
そ
ば
　
　
　
　
　
お
ま
し

「
西
の
傍
な
る
御
座
」
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。

『
日
記
』
に
よ
る
。

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
十
月
四
日
の
条
に
、
「
可
有
来
十
六
日
行
幸
召
仰
、
申

宮
権
大
夫
承
之
」
と
あ
る
。

寛
弘
六
年
正
月
一
日
～
三
日
の
記
事
に
、
「
い
と
ざ
ま
よ
き
ほ
ど
に
侍
る
」
の
「
侍

る
」
は
傍
注
本
で
は
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
用
例
は
除
外
し
た
。

道
長
と
紫
式
部
と
の
関
係
を
知
っ
た
倫
子
が
、
紫
式
部
に
嫉
妬
と
敵
意
を
抱
い
て

皮
肉
を
あ
び
せ
た
、
と
す
る
萩
谷
重
氏
の
解
釈
が
あ
る
。
（
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』

（ig）（20）（21）（23） （22｝（2の

㈱
（25｝（27）（30） （29）　（28）（31）

上
巻
｝
五
五
－
八
ペ
ー
ジ
）
。
氏
の
解
釈
で
は
、
道
長
と
紫
式
部
の
間
に
、
秘
密
の

肉
体
関
係
が
あ
っ
た
、
と
す
る
が
、
今
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
力
）

「
資
平
去
夜
密
々
令
参
皇
太
后
宮
、
令
啓
東
宮
御
悩
之
門
、
依
仮
不
参
盤
渉
。
今
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
々
力
）
　
　
（
雑
力
）

帰
来
云
、
去
夕
、
相
々
女
房
（
越
後
書
法
時
女
、
以
此
女
前
之
三
遷
難
事
而
己
）
、

　
　
　
　
　
　
　
ロ
カ
　

彼
女
云
、
宮
東
御
悩
錐
非
重
、
猶
未
御
尋
常
之
内
、
熱
気
未
散
給
。
亦
左
府
聯
有

上
気
者
。
．
〈
（
）
内
は
割
注
〉

越
前
国
／
守
、
従
四
位
上
露
朝
臣
国
庫
（
中
略
）
淡
路
国
／
守
、
従
五
位
下
藤
原

朝
臣
為
時
。

越
前
・
淡
路
・
武
蔵
・
安
房
・
飛
騨
・
能
登
・
讃
岐
・
筑
後
・
薩
摩
・
対
島
。

（
長
徳
二
年
春
の
「
大
間
書
』
に
よ
る
）

『
糖
国
史
大
系
』
2
1
下
・
二
二
七
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
九
月
六
日
の
条
、
『
本
朝
麗
藻
』
『
今
戸
』
『
宋
史
』
巻
四

九
【
、
外
国
七
、
日
本
国
。

『
日
本
菅
典
文
学
大
系
』
所
収
『
栄
花
物
語
』
上
・
九
七
－
九
ペ
ー
ジ
。
同
『
大
鏡
』

第
一
巻
・
五
一
⊥
ニ
ペ
ー
ジ
。

『
日
本
紀
略
』
正
暦
四
年
正
月
二
十
二
日
の
条
。
『
後
拾
遺
集
』
卑
下
・
一
四
七
番
。

一
説
で
は
、
兼
輔
は
河
内
の
玉
の
井
の
庄
に
伝
承
の
荘
園
を
も
っ
て
い
た
（
角
田

説
）
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
く
ら
お

『
栄
華
物
語
』
巻
第
八
「
い
で
や
、
世
に
あ
り
わ
づ
ら
ひ
、
『
官
　
聖
人
よ
り
は
み

　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
し
た
が
　
　
　
も
の
お
ぽ
　
　
　
　
つ
い
せ
う

じ
か
し
。
人
と
等
し
く
な
ら
ん
』
な
ど
思
ひ
て
、
世
に
従
ひ
、
物
覚
え
ぬ
追
従
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
か
た
と
き

な
し
、
名
簿
う
ち
し
な
ど
せ
ば
、
世
に
片
時
あ
り
め
ぐ
ら
せ
じ
と
す
」

『
公
卿
補
任
』
そ
の
他

『
栄
華
物
語
』
『
大
鏡
』
に
詳
し
い
。

永
延
元
年
に
為
時
が
作
っ
た
「
懐
中
書
大
王
桃
花
閣
旧
遊
詩
序
」
に
基
づ
い
て
、

為
時
は
中
書
王
（
具
平
親
王
）
の
家
司
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
か
、
『
日
記
』
の
「
申

務
宮
わ
た
り
」
の
段
か
ら
、
紫
式
部
は
中
書
王
に
仕
え
た
か
、
と
す
る
説
が
あ
る
。

為
時
・
為
頼
兄
弟
は
中
書
王
と
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
関
係
は
特

定
で
き
な
い
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所
収
『
枕
草
子
・
紫
式
部
日
記
』
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
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昭
和
四
十
一
年
五
月
三
十
一
月
初
版
発
行
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所
収
『
栄
花
物
語
』
上
・
二
八
九
ペ
ー
ジ
。

同
右
『
土
佐
日
記
・
か
げ
ろ
う
日
記
・
一
更
級
日
記
』
五
一
〇
⊥
ペ
ー
ジ
。

村
井
康
彦
『
平
安
貴
族
の
世
界
』
第
三
章
に
詳
し
い
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所
収
『
栄
華
物
語
』
上
・
一
〇
九
－
一
〇
ぺ
！
ジ
。

倫
子
の
年
齢
は
『
大
鏡
裏
書
』
に
よ
り
、
逆
算
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所
収
『
栄
花
物
語
』
上
・
四
〇
三
－
四
ペ
ー
ジ
。

『
藤
原
惟
規
集
』
・
『
後
拾
遺
』
『
金
葉
集
』
『
千
載
』
『
玉
葉
』
『
風
雅
』
に
計
十
首

入
集
。

注
伽
に
同
じ
。

現
在
、
藤
原
公
任
が
「
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
、
式
部
に
呼
び
か
け
た

事
件
（
『
日
記
』
）
に
．
由
来
す
る
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。

岡
一
男
著
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
に
は
、
『
権
記
』
寛
弘
五
年
三
月
十
四
日

の
条
に
基
づ
き
、
為
時
は
蔵
人
左
少
弁
に
任
じ
ら
れ
た
、
と
す
る
。
『
史
料
大
成
』

朋
収
『
権
記
』
に
は
、
・
こ
の
記
事
な
し
。
た
だ
し
、
『
権
記
』
寛
弘
六
年
三
月
四
日

の
条
の
裏
書
に
、
「
左
少
辮
爲
時
」
と
あ
る
。
同
、
十
四
日
の
条
に
は
、
「
大
辮
云
、

新
任
左
少
辮
爲
時
朝
臣
初
可
給
宣
旨
云
々
」
（
以
下
に
も
為
時
に
関
す
る
記
事
あ

り
、
省
略
）

『
権
記
』
長
徳
四
年
八
月
二
十
七
日
「
従
五
位
上
右
衛
門
権
佐
藤
原
朝
臣
宣
孝
兼
為

山
城
守
」

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
七
月
十
七
日
の
条
「
有
勅
使
、
賜
緑
、
兵
部
丞
惟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ょ
う

規
」
・
『
日
記
』
「
こ
の
式
部
の
丞
と
い
ふ
人
し
（
寛
弘
六
・
七
年
）

注
ω
参
照
。

源
為
憲
は
、
正
五
位
下
。
伊
賀
・
美
濃
・
遠
江
の
国
守
を
歴
任
。
寛
弘
八
年
没
。
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